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八重瀬町開発行為等に関する技術基準 

 

この基準は、八重瀬町開発行為の手続きに関する条例（平成 26 年 3 月 5 日条例第 11 号）に定め

るもののほか、開発行為に関する必要な技術基準を定めるものとする。 

 

開発行為に関する技術基準 

 

Ⅰ．住区・街区・画地（区画）の構成 

（住区の構成） 

住区は、街区を集合体として、適正な規模の道路、排水施設等の公共施設並びに公益的施設

を配置して、良好な住環境を構成するように定めなければならない。 

 

（街区の規模） 

戸建て住宅の街区は、開発区域内の状況を考慮して配置するものとする。 

 

（画地の規模） 

一画地（1 区画）の面積は、伊覇地区・屋宜原地区土地区画整理区域内及び土地区画整理区

域に近接するエリアは、165 ㎡（約 50 坪）以上を基本とする。それ以外の区域については、135 ㎡

（約 40 坪）以上を基本とする。 

 

 

Ⅱ．道路 

（道路の帰属） 

開発区域内道路を八重瀬町へ帰属（所有者からの寄付）する場合は Ⅱ．道路 に示す各項

及び「八重瀬町道路等帰属に関する運用基準」を遵守し、八重瀬町道路管理者と十分協議を

行い、帰属要件に適合するもののみ八重瀬町へ帰属できるものとする。詳細については、八重

瀬町道路管理課へ問い合わせ協議を行うこととする。 

なお、開発区域内道路を八重瀬町へ帰属しない場合においても、Ⅱ．道路 に示す各項に

準拠するよう努めることとする。 

 

（道路の幅員） 

開発区域内の道路の幅員は、予定建築物の用途及び開発区域の規模に応じ設  

定する。なお道路幅員は、最小でも（表－1）のとおりとする。 
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（表－1） 区画内道路幅員 

 

 

（袋路状道路） 

開発区域内道路が袋路状道路の場合は転回広場を設 けるなどとし、形状は以下  

のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ※区画内道路幅員が 6.0ｍ以上ある場合で、且つ道路延長 50ｍ以下の場合は、転回広場は 

設置しなくても良い。 

（図－1） 袋路状道路の場合 
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（開発区域外道路との接続） 

開発区域内の道路は、開発区域外の建築基準法第42条第1項に該当する道路、若しくは道

路管理者が認めた幅員4.0ｍ以上の道路と接続していることとする。開発区域外の道路と開発区

域内の道路を接続する方法は、次の各号によらなければならない。 

ア、同一箇所において、同一平面上で５以上交差させないこと。 

イ、同一平面上で交差し接続する場合は、必要に応じて屈折車線、又は隅角部を切り、かつ 

適当な見通しができる安全な構造とすること。 

 

（道路の舗装） 

開 発 行 為により設けられる道 路 の舗 装 は、アスファルト舗装またはコンクリート舗装 と

し、舗装構成は下図のとおりとする。なお、道路帰属 をする場合 は土質試験 （ＣＢＲ試

験）を行い、その結果をもとに道路舗装厚を算出し設定する。 

 
（図－2） 設計 CBR を確認できない場合 

 

（道路の縦断勾配） 

開 発 行 為 により設 けられる道 路 の縦 断 勾 配 は、基 本 的 に9％以 下 とする。最 大 で

12％とするが9％を超える場合は、すべり止め舗装をしなければならない。 

 

（道路の横断勾配） 

開 発行為により設 けられる道路の横断勾 配は、路 面排水 を考慮 し1.5～2.0％の横

断勾配を設けること。 
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（道路の隅切り長さ） 

開発区域内道路の交差は、できる限り直角に近い角度で交差させることとし、交差

することによってできる街角は、相互道路の幅員により（表－2）に定める隅切り長さと

しなければならない。 

（表－2） 隅切り長さ 

 

  上表に該当しない場合は、道路管理者との協議により決定する。 

 

（安全施設） 

開発区域内の道路及び接続道路のうち、交通事故の防止 を図る必要がある区間に

ついては、ガードレール・ガードパイプ・フェンス等の防護施設 、カーブミラーや路面標示

等、安全対策を行う。なお、道路管理者との協議により必要と判断される場合も同様とする。ま

た、防犯灯・外灯については、設置することが望ましい。 

 

（設計荷重） 

開発区域内の道路に設置する構造物について設計荷重はT-25を基準とする。 
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（道路排水） 

開発区域内の道路には側溝を設けるものとする。雨水流出量及び排水断面は、Ⅴ．雨水排

水について に示す条件に準拠し、流量計算を行い必要断面を決定しなければならない。最小

断面は300×300とし、側溝は管渠型側溝を基本とする。また、側溝掃除口（グレーチングタイプ）

は、10ｍ毎に1箇所以上設けること。 

※側溝の規格については、必要に応じて水理計算を求める場合もある。 

 

（電柱の設置） 

原則、電柱は民地や空き地に設置する。可能であれば電線地中化とすることが望ましい。 

 

   （道路構造令） 

道路の構造については本基準に定めるほか、「道 路 構 造 令 」   （昭 和 45年 政 令 第 320号）

も参照すること。 

 

 

Ⅲ．がけ及びのり面の取り扱い 

切土や盛土によって生じたがけ面及びのり面、開発地に隣接している自然がけ面及び自然のり 

面については、擁壁等で覆うなど安全対策を行うよう努める。また、擁壁等で覆わない場合におい 

ても、がけ面やのり面の安全は開発者の責任において安全対策をしなければならない。 
 

【参考資料（都市計画法施行規則 第 23 条）】 
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【参考資料 建築基準法施行条例の解説 沖縄県土木建築部建築指導課】 

 
（図－3） がけ地 水平距離の考え方 
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Ⅳ．擁壁等構造物について 

開発区域と開発区域外に高低差が生じ擁壁等を設置する場合、以下の点に留意する。 

① 擁壁高さ（見え高）が 2.0ｍを超える場合は、建築基準法に基づき工作物の確認申請が必要

となる。詳細については、申請窓口である建築主事（所管行政庁）、または指定確認検査機関

へ問い合わせること。 

② 擁壁の構造は、土地利用形態に応じて「宅地防災マニュアルの解説」や「道路土工擁壁工指

針（日本道路協会）」等の基準書に準じた構造とする。 

③ ブロック塀については、建築基準法施行令 第 62 条 8 に準じた構造としなければならない。 

④ トンブロック積高さ（見え高）は、基本的に 1.0ｍ以下（高さ 0.50ｍのトンブロック 2 段程度）まで

とし、転倒や崩壊の恐れがないような構造とすること。 

 

 

Ⅴ．雨水排水について 

開発行為により、開発前の土地利用と開発後の土地利用が異なってくることから、開発区域から 

流出される雨水が開発後に増加することが考えられる。 

よって、開発後、開発区域から放出される雨水によって開発区域の下流域や周辺へ影響を及ぼ 

さないよう、浸水や冠水が発生しないよう開発区域内において雨水排水を適切に処理する必要が 

ある。   

また、開発区域内の排水は以下のような施設に接続すること。 

 

① 既存の排水路その他排水施設 

② 河川その他の公共水域 

③ 海域 

 

なお、排水の接続にあたってはそれぞれの各施設管理者との協議が必要である。 
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１） 雨水排水整備のフロー 

雨水排水は（図－4）のフローに沿って検討し、雨水排水整備を行う必要があります。 

 

 
 

（図－4） 雨水排水整備フロー図 

 

 

※1 接続する既存排水路の状況によっては接続できない場合がある。接続の可否につい 

ては、施設管理者との協議により決定する。 

※2 流出抑制施設とは、浸透施設や調整施設など開発区域内にて雨水を処理し排出され 

る雨水量を抑制する施設である。 

※3 接続可能な既設排水路が無い場合は、開発区域から接続可能な既設排水路までの区 

間について開発行為を行う者（開発行為申請者）による負担にて整備しなければな 

らない。 
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2）  計画雨水量 算出条件 

（1） 計画雨水量 

計画雨水量の算定方法としては、合理式を標準とする。 

合理式 Q  ＝     × C × I × A 

Q ： 計画雨水量（ｍ³/sec） 
C ： 流出係数 
0Ｉ  ： 降雨強度（㎜/ｈ） 
Ａ ： 排水面積（㏊） 
 
C 流出係数は、開発前及び開発後それぞれについて土地利用状況を踏まえ下表を参照し設定する。 

なお、下表に該当するものが無い場合は「道路土工要綱（日本道路協会）」等他の文献を参照するも

のとする。 

 

   （表－3） 地山状態の流出係数         （表－4）宅地造成完了後の流出係数 

 

（2） 降雨強度 

確率年は 10 年確率とする。 

    原則として、降雨強度公式はタルボット型を使用し、下記の降雨強度式を用いる。 

      I ＝  ( )  

I：降雨強度（㎜/h） 
ｔ：流達時間（分） ・ ・ ・ ｔ ＝ t′+ 7(流入時間＝7min) 
ｔ′：流下時間（分） ・ ・ ℓ / （V×60） 
ℓ：流路の延長（m） 
V：マニングによる管きょ平均流速（ｍ/s） 
 

種 別 流出係数 

路面及び法面 0.70～1.00 

急峻な山地 0.75～0.90 

緩い山地 0.70～0.80 

起伏のある山地、樹林 0.50～0.75 

平坦な耕地 0.45～0.60 

 

種 別 流出係数 

屋根 0.90 

道路（舗装） 0.85 

道路（砂利） 0.70 

その他の不透面 0.80 

水面 1.00 

砂利（駐車場・ヤード等） 0.70 

法面（モルタル） 0.85 

法面（芝・種子吹付等） 0.35 

芝生（平面） 0.25 

間地 0.20 

芝、樹木の多い公園 0.15 

畑 0.20 
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流達時間が 10min に満たない場合は 10min とする。なお、流達時間 10min における降雨強

度は以下のとおりとなる。 

 I ＝  ( )  

   ＝150 (mm/h) 

 

（3） 管渠断面計算 

Q ＝Ａ×Ｖ 

V ＝ 
ｎ
 × ⅔ × ½ 

V：流速（m/ｓ） 
ｎ：粗度係数 （管 0.013、コンクリート造 0.016、石積ブロック 0.025） 
Ｉ：勾配（分数又は少数） 
Q：流量（m³/ｓ） 
R：径深 A / Ｐ（ｍ） 
A：断面積（ｍ²） 
P：流水の潤辺長（ｍ） 

 

（4） 流速及び勾配 

計画下水量に対し、流速を 0.8ｍ／秒以上とする。内径又は内のり幅 0.5ｍ以上の雨水管きょに

あっては、管きょ底勾配は、水平に対して 30 度以内とする。なお流速 2.5ｍ／秒を超える場合は、

特に管きょ及び放流先の損傷並びに溢水を防ぐよう設計されていること。 

 

（5） 管渠の材質及び最小管径 

管渠の材質は塩ビ製、無筋コンクリート及び鉄 筋コンクリート等 を用いなければならな

い。内径 又 は内 法 幅 は流 量 計算 により求 めるものとし、管 渠 については清 掃 上の観点

と必 要排 水能 力から最小 20ｃｍ以上 としなければならない。また、側溝については 300×

300 を最小断面とし管渠型側溝を基本とする。 
 

3）  流出抑制施設 

流出抑制施設は以下のような施設が考えられる。 

（1） 浸透施設 

浸透施設は桝や池等からなり、底面などから地下に浸透させ、うわ水だけを開発区域外に流出

させる施設である。 

浸透施設の採用にあたっては土質調査を行い、検討開発区域が浸透し得る土質であるか、ま

たその浸透量を算出し流出抑制効果が得られるか検討を行う必要がある。 

浸透施設には以下のような施設が考えられる。 

・浸透ます ⇒ 「下水道雨水浸透技術マニュアル」を参照 
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・浸透トレンチ ⇒ 「下水道雨水浸透技術マニュアル」を参照 

・浸透池 ⇒ 「土地改良事業等における赤土等流出防止対策設計指針」を参照 

 

a） 浸透ます・浸透トレンチ 

浸透ます、浸透トレンチの検討は「下水道雨水浸透技術マニュアル」を参照し検討を行う。 

以下に浸透ます・浸透トレンチの検討手法を示す。 

 

i） 単位浸透量の算定 

 
（表－5） 単位浸透量算定式パラメータ 

 
（表－6） 目詰まりの影響（kl） 

 
 

ii） 終期浸透量の設定 

終期浸透量の算定には以下の①～⑥に示す方法がある。 

①実施設による定水位法（実施設を用いた現地浸透実験による方法） 

②簡易な施設による定水位法（建設省土木研究所の円筒型施設による方法） 

③現地試験の浸透係数からの算定法（透水係数から終期浸透量を概略算定する方法） 

④土質から推定した透水係数からの算定法 

⑤類似地域での実績値による方法 

⑥一般的に用いられている土質別終期浸透量による方法 

上記に示した方法のうち①、②の方法は実際に施設を設け、測定を行い終期浸透量を算定
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する手法であるため現実的には困難である。よって、上記のうち⑤についても実績値の収集が困

難であるため適さない。 

以上から上記のうち③、④、⑥のいづれかを用いて終期浸透量の算定を行う。以下に③、④、

⑥による終期浸透量の算出方法を示す。 

 

③、④ 透水係数からの算定法 

透水係数からの算定法として以下の 2 式がある。 

 

 １ カ・イ・ドブロボリスキーの式 

 2 ｋｏｚｅｎｙ式及びｋｏｚｅｎｙ変形式 

 

1 カ・イ・ドブロボリスキーの式 

Q＝
ｋ・ｈ₀（ｈ₀ ｈ）

. ㏒
Ｒ

ｒ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  式 （1） 

ここで、Q ：浸透ます１個あたりの浸透量（ｍ³/（sec・個）） 

     ｈ₀ ：浸透ますの水深（ｍ） 

     ｈ ：浸透ます底から地下水位までの深さ（ｍ） 

     ｒ ：浸透ますの半径（ｍ） 

     Ｒ ：浸透ますによる地下水位影響半径（ｍ） 

     Ｋ ：地盤の透水係数（ｍ/sec） 

浸透ますの充填材の透水係数は、通常、地盤の透水係数より大きい。このような場合には、 

ｈ₀、ｈ、ｒ、を以下のように設定することが多い。 

     ｈ₀ ：充填材底面から浸透ますの流出用取付け管管底までの長さ（ｍ） 

     ｈ ：充填材底面から地下水位までの深さ（ｍ） 

     ｒ ：浸透ますの中心からの充填材（外側）までの半径（ｍ） 

 出典：「地下水の力学（カ・イ・ドブロボリスキー）」（貢 315）より引用、一部修正加筆した。 

      参考までに、浸透ますの地下水位の影響半径 R を算定する式を示すと、以下の式がある。 

        R＝2・（ ＋ℎ） /
・ / ・（k の単位はｍ/ｄａｙ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 式 （2） 

    ただし、L：浸透ます底からの側面の最上浸透孔部までの長さ 

      出典：「設計要領」 第 1 集」 （昭和 45 年 1 月日本道路公団 貢 55）より引用、一部修正加筆した。 
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                   （図－5） 雨水浸透の概念図 

 

    2 ｋｏｚｅｎｙ式およびｋｏｚｅｎｙ変形式 

   施設の形状の変化に対応している、式の形が簡明である等の理由で、以下の 2 式を採用してい

る事例がある。 

   2 式のうち 式（4） はｋｏｚｅｎｙおよびＷｅｄｅｒｎｉｋｏｖによって解かれた式であり、水路から深い地下

水面まで浸透する漏水を表している（「物理水理学（本間 仁、安芸皎一遍）」（貢 551）より引用）。

式（3） は、水路からの漏水を表す 式（4） を、浸透ますへ拡張した変換式である。 

 

   ①浸透ます 

     Q＝ｋ｛Ｂ・Ｌ＋2Ｈ（Ｂ＋Ｌ）＋πＨ²｝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 式 （3） 

   ②浸透トレンチ 

     Q＝ｋ（Ｂ＋2Ｈ）・Ｌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 式 （4） 

    ここで、  ｋ：透水係数（㎝/ｓ） 

          Ｂ：浸透ます、浸透トレンチの幅（ｍ） 

          Ｌ：浸透ます、浸透トレンチの長さ（ｍ） 

          Ｈ：浸透ます、浸透トレンチの高さ（ｍ） 

     

b） 浸透池 

浸透池は、「土地改良事業等における赤土等流出防止対策設計指針」を参照し以下により検

討を行う。下記を採用する場合は透水係数が K＝8.0×10-3cm/sec 以上である必要がある。 

 浸透池は、集中的な短期豪雨による流入量を浸透池の容量と浸透量で補い、持続的な降雨

による流入量は、その浸透量で補う状態が望ましい。 

 いわゆる、連続雨量の中でピーク時に最高水位になり、その後の降雨による流入量について

は、最高でも浸透量と流入量がほぼ同じ状態になり、水位が増加することなく浸透処理が可能と

なるように規模を決定することにある。 
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 以下のことを考慮して、降雨量と透水係数ごとに浸透池の容量を計算すると 1 ㏊当たり約 

180 ㎥となる。 

 注1）1 ㏊当たり約180 ㎥の根拠については「土地改良事業における赤土等防止対策設計指針 参考資料」 を参照すること。 

 

 よって、透水係数が、K＝8.0×10 cm/sec 以上（島尻マージは粘土分が多いため微細粒子 

によるクラフト形成があり、この数値を維持するために定期的な粘土分の除去作業が必要であ 

る。）の場合はその係数に関係なく、浸透地の容量は以下のとおりとして良い。 

      V＝180×1.25＝230 ｍ³/㏊ 

 

（2） 調整施設（調整池） 

調整施設は開発後の流出量を開発前の流出量に調整・抑制する施設である。 

調整池の検討条件を以下に示す。 

 

a） 洪水ピーク流量の算定方法 

洪水のピーク流量の算定は合理式（ラショナル式）により算出する。 

          Qｐ＝ ・ｆ・ｒ・Ａ 

     ここに Qｐ：洪水のピーク流量（ｍ³/ｓ） 

 ｆ：流出係数 

 ｒ：洪水到達時間内の平均降雨強度（ｍｍ/ｈｒ） 

 A：流域面積（㏊） 

出典：防災調整池等技術基準（案）P.7 

b） 洪水到達時間 

合理式に用いる洪水到達時間は洪水時の雨水が流域から排水路へ入るまでの時間（流入時

間）と流量計算地点まで排水路を流れ下る時間（流下時間）との和である。 

流入時間はｔ1＝7min とする。 

        t＝t₁＋t₂ 

          ここに、 t：洪水到達時間（ｍｉｎ） 

ｔ₁：流入時間（ｍｉｎ） 

ｔ₂：流下時間（ｍｉｎ）（＝Ｌ/Ｖ） 

L：当該配水区域の排水施設最長延長（ｍ） 

V：排水施設の平均流速（ｍ/ｓ） 

出典：防災調整池等技術基準（案）P.7 

 

洪水到達時間 ｔ (min)＝流入時間 7min + 流下時間(min) 

洪水到達時間が 10min に満たない場合は 10min とする。 
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c） 流出係数 

開発後の流出係数とする。流出係数は土地利用に合わせた値とし前項 2）（1）計画雨水量 に

示した流出係数の値をもとに算出した加重平均値とする。 

 

d） 確率年 

確率年は 10 年確率とする。 

    原則として、降雨強度公式はタルボット型を使用し、下記の強度公式を用いる。 

     

     I ＝ ( )  

 

I ： 降雨強度（㎜/時） 

ｔ  ： 洪水到達時間（分） ・ ・ ・ ｔ ＝ t’ + 7 

ｔ’ ： 流下時間（分） ・ ・ ℓ / V 

ℓ ： 流路の延長（m） 

V ： 管きょの平均流速（ｍ/分） 

 

 

e） 計画降雨波形 

降雨波形は後方集中型波形とする。 

 

出典：防災調整池等技術基準（案）P.12 

（図－6） 後方集中型降雨波形 
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f） 放流施設 

放流施設は放流管設計流量を安全に処理できるものとする。 

放流施設は、流入部、オリフィス、放流管等から成る。オリフィスは、計画降雨時において下流許 

容放流量以下の流量に調節する断面を有するものとする。また、放流管は、オリフィスで調整され 

た最大流量（以下「放流管設計流量」という。）を流下しうる構造としなければならない。放流施設の 

構造は、次の各号を考慮して定めるものとする。 

  （1）流入部は土砂が直接流入しない配置、構造とし、流木、塵芥等によって、閉そくしないように考 

    慮しなければならない。 

  （2）放流施設には、ゲート、バルブ等の水位、流量を人為的に調節する施設を設けてはならない。 

  （3）放流管は、放流管設計流量に対して、自由水面となる構造とする。 

  （4）放流管は、地山地盤内に切り込んで設置することを原則とし、外圧や不等沈下に対して十分に 

    耐え、管内からの漏水及び管外の浸透流の発生を防止できる構造とし、施工上においても十

分の処理をしなければならない。 

 

g） 堆積土砂量 

堆積土砂量は以下を標準とする。 

調整池の設計堆砂量は、土地利用、地形、地質、維持管理の方法等を考慮して定めるが、集 

水面積 1 ヘクタールあたり 15ｍ³を標準とする。 

土地造成完了後の堆砂量は、現在までの実例等から集水面積 1 ㏊あたり 1.5ｍ³年を標準とし、 

設計堆積年数は維持管理の方法によっても異なるが、ここでは 10 年程度を見込むものとして設計 

堆砂量を 15ｍ³/㏊とする。 

 

h） 余水吐き 

一般的に大規模開発の調整池などは 200 年確率降雨に対する余水吐きを設けるが、比較的

小規模であることから、余水吐きは設けなくても良い。ただし、10 年確率以上の降雨となった場

合は調整池の堤体天端高を越流する可能性があるため、越流した水が近隣の排水路等へ流下

される構造とすること。 

 

調整池の検討にあたっては、本基準及び「防災調整池等技術基準（案） （社）日本河川協会」や

「下水道雨水調整池技術基準（案）日本下水道協会」を参照すること。 
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Ⅵ．汚水排水について 

1) 下水道整備済みエリア（農業集落排水・漁業集落排水） 

八重瀬町は下図に示した雄樋川地区・港川地区については、農業集落排水や漁業集落排 

水により下水道が整備されている。この 2 地区の下水道対象エリアにて開発行為を行い汚水排 

水が発生する場合は、接続可能であるか八重瀬町下水道担当課に確認する必要がある。 

 
開発行為により設置した汚水本管を八重瀬町へ帰属する場合は、八重瀬町下水道担当課と

帰属に関する協議を行う必要がある。 

 

2) 下水道未整備エリア（合併浄化槽） 

前項のエリア以外については、合併処理浄化槽による汚水排水処理となる。合併処理浄化槽

を設置する場合は、処理水の放流先（側溝や排水路）を確保する必要がある。なお、既設の側溝 

や排水路へ接続するにあたり既設構造物を改修する場合は、各管理者と協議を行う必要がある。 

なお、近接して放流先排水路がない場合は、最も近い放流先まで自己にて排水施設を整備す 

る必要がある。 
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Ⅶ．上水道について 

上水道については、施設管理者の南部水道企業団と協議を行うこと。 

 

 

 

  附則 

（適用期日） 

１ この技術基準は、令和 4 年 4 月 1 日より適用する。 


